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基準値 

一般食品に割り当てる 
線量を決定 

年齢区分別の摂取量と換算係数を考慮し限度値を算出 

１mSv/年 

＜ ｢飲料水｣の線量＝飲料水の基準値(Bq/kg)×年齢区分別の飲料水の摂取量×年齢区分別の線量係数＞ 

飲料水の線量を引く 

年齢区分 摂取量 限度値(Bq/kg) 
 1歳未満 男女平均 460  

 1歳～6歳 
男 310 
女 320  

 7歳～12歳 
男 190 
女 210 

 13歳～18歳 
男 120 
女 150 

 19歳以上 
男 130 
女 160 

 妊婦 女 160 
最小値 120 

100 Bq/kg 

●飲料水については、WHOが示している基準に沿って、年間線量を約0.1mSv、基準値を10Bq/kgとする。 
●一般食品に割り当てる線量は、介入線量レベル（１mSv/年）から、「飲料水」の線量（約0.1mSv/年）を 
   差し引いた約0.9mSv/年となる。 
●当該線量を年齢区分別の年間摂取量と換算係数で割ることにより、限度値を算出する （この際、流通する 
   食品の50%が汚染されているとする）。 

●食品中の放射性物質（放射性セシウム134及び137、ストロンチウム90､ルテニウム106、 
 プルトニウム）からの線量が年間１mSvを超えないように設定する。 
●この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかるため、放射性セシウムとの比率を 
 算出し、合計して１mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定する。 
 
 

■ 「一般食品」の基準値の考え方 

介入線量レベル 
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